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令和６年第１回富良野市議会定例会の開会にあたり、教育行政

執行方針を申し上げ、市議会議員各位並びに市民の皆さまのご理

解とご協力をいただき、地域に根差した実効性のある教育施策を

進めてまいりたいと存じます。 

 

１．はじめに 

人口減少・少子高齢化、ＤＸの飛躍的な進展、地球温暖化・気候

変動対策に向けた脱炭素社会への取り組みや激変する国際情勢な

ど、変化が激しい不安定な社会情勢が続いています。 

このような未来の予測が困難な時代を見据え、一人一人の子ど

もたちが自分の良さや可能性を認識し、多様な人々と協働しなが

ら様々な社会変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、新たな価値

を創造し、誰一人取り残さない持続可能な社会の創り手となるこ

とができるようその資質・能力を確実に育成するとともに、生涯学

習社会の実現に向けた環境づくりを一層推進してまいります。 

また、次代を担う子どもたちを安心して育てることができる子

育て支援の基盤の拡充に向け、全ての子どもの発達段階や特性に

応じた相談・支援体制充実のため、「こども家庭センター」を開設

し、関係部署との連携により、切れ目のない子育て支援施策を総合
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的に推進してまいります。 

 

２．学校教育について 

学校教育につきましては、第１次富良野市教育振興基本計画が

学校教育においてめざす、夢や希望をもって粘り強く挑戦し、未来

を切り拓くたくましい人づくりに向け、その資質・能力を育む取組

を進めてまいります。 

また、国が示す教育振興基本計画の「持続可能な社会の作り手の

育成」及び「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」をコン

セプトに、「令和の日本型学校教育」の実現に向け、全ての子ども

たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」を

一体的に充実させ、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

授業改善につなげるとともに、カリキュラム・マネジメントの取組

を一層進めてまいります。また、１人１台端末等を活用した学習指

導・生徒指導の工夫改善や教科書、教材、関連ソフトウェアの効果

的な使用、学校内外の環境整備などの取組を進めてまいります。 

 

１）主体的な学びを育てる 知育の木 

学力向上につきましては、全国学力・学習状況調査を実施し、新
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しい時代に求められる資質・能力の育成に向け、主体的・対話的で 

深い学びの視点から「子どもに委ね支える授業」の実現に向けた授

業改善を推進するとともに、小中学生対象の標準学力検査（ＮＲ

Ｔ）により学力を経年で把握・分析し、教育指導の充実、学習状況

の改善を図ってまいります。 

また、家庭における学習の質を高め、自立した学習者の育成に向

けて、日常的に１人１台端末を活用した自宅等での学習を行うこ

とが効果的であることから、持ち帰りの際に使用ルールなどを指

導するとともに、児童生徒が安全・安心に端末を使用できるよう保

護者や地域の方々など関係者にも理解と協力を得ながら、取り組

んでまいります。 

 

外国語教育・国際理解教育につきましては、「英語が使えるふら

のっ子」をめざし、外国語でコミュニケーションを図る資質・能力

を着実に育成するため、児童生徒が富良野市Ｃａｎ-Ｄｏリストを

もとに学習到達度を意識し主体的に学ぶ授業づくりに向けた研修

会を定期的に実施するとともに、ＩＣＴ、デジタル教科書の一層の

活用促進、全ての学校へ外国語指導助手を派遣するなど指導体制

の充実を通して、バランスのとれた英語力を身に付け、国際社会を
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生き抜く資質・能力の育成に努めてまいります。 

 

ＩＣＴ教育につきましては、国のＧＩＧＡスクール構想に基づ

き、児童生徒が１人１台端末においてクラウド環境を活用しつつ、

多様な教材や情報に自らの判断に基づきアクセスすることにより、

個々の特性や習熟度に応じた柔軟な学びや協働的な学びの実現に

努めるとともに、校務ＤＸを通じた働き方改革や学校経営・学習指

導の高度化、ネットワーク環境の更なる改善、ＩＣＴ支援員の配

置、教師のＩＣＴ活用指導力の向上などをさらに推進してまいり

ます。 

また、学習活動におけるＩＣＴ機器の操作方法の習得、論理的思

考力、情報モラル、情報セキュリティ、統計などの情報活用能力を

育成するとともに、学びの保障に向け、遠隔授業やオンライン学習

などを積極的に推進してまいります。 

 

幼児教育の質の向上及び小学校との円滑な接続につきましては、

幼児期の保育所保育指針・幼稚園教育要領などや小学校の学習指

導要領の理念をより徹底し、「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」を踏まえた合同研修会や幼児・児童の交流授業、授業実践交流
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を実施し、幼稚園・保育所などの教職員の資質や専門性の向上によ

り、幼児教育の内容の改善・充実を図ってまいります。 

また、幼児期から児童期の発達を見通しつつ、幼保小の円滑な接

続を一層意識し、幼児教育と小学校教育カリキュラム、教育方法の

充実・改善に向け、幼保小の関係者が連携した架け橋プログラムを

実施してまいります。 

 

特別支援教育につきましては、富良野市第４次特別支援教育マ

スタープランに基づき、一人一人の教育的ニーズを把握し、個別の

支援計画・指導計画を活用した効果的な支援や合理的配慮の提供

に加え、本人や保護者の意向を最大限尊重した適切な就学先の決

定、幼児教育保育施設・学校種間の円滑な引継ぎ、関係機関との連

携強化や保護者向けガイドブックの発行、各種研修など、障がいの

状況に応じて適切な指導や必要な支援を受けられるよう努めてま

いります。 

また、小学校における通常の学級に在籍する特別な教育的支援

を必要とする児童の割合が増加傾向にあり、今後、中学校段階にお

いても発達段階に応じ継続した支援を必要とする生徒の増加が見

込まれることから、中学校にも通級指導教室を新たに設置し、児童
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生徒が切れ目なく支援を受けられるよう、自校通級や巡回指導を

一層推進するなど充実を図ってまいります。 

 

２）自主自律の心を育てる 情意の木 

道徳教育につきましては、自己の生き方を考え、主体的な判断の

もとで行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるた

めの基盤となる道徳性を養うため、「特別の教科道徳」を要とした

道徳教育を推進するとともに、富良野にゆかりのある講師陣によ

る「心に響く道徳教育」を実施し、生命の大切さや思いやり、感動

する心など、豊かな心を育む「心の教育」の充実に努めてまいりま

す。 

 

読書活動の推進につきましては、引き続き学校司書を配置し、各

学校・市立図書館間で蔵書データを共有して相互貸借するなど効

率的なネットワーク及びポータルサイトを構築し学校図書館の 

ＤＸを進めるとともに、読書活動や探究活動の場としての活用を

推進し、学校図書館の利活用を基にした言語能力や情報活用能力

の向上に努めてまいります。 
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キャリア教育の推進につきましては、社会の中で自分の役割を

果たし、自分らしいライフキャリアの実現を見据え、児童生徒が学

ぶことと自己の将来とのつながりを理解し、社会的・職業的自立に

向けて必要な基盤となる資質・能力を育成するとともに、郷土への

理解や郷土愛を育み、地域づくりへの参加意識を醸成するため富

良野版キャリア・パスポート「マイノート」などを活用し、成長段

階に応じた体系的・系統的な教育を推進してまいります。 

 

コミュニケーション能力の育成につきましては、演劇的手法を

用いたワークショップや様々な体験活動を通じ、児童生徒の言語

能力や表現力、創造力を高め、主体的に対話し、豊かなコミュニ 

ケーションを図るための資質・能力の向上に努めてまいります。 

 

文化芸術活動と豊かに関わる資質・能力の育成につきましては、

特色ある地域資源や人材などを活用し、児童生徒の文化芸術活動

への参加機会の確保に努め、社会や人生を豊かなものにする感性

や創造性を育てる取り組みに努めてまいります。 

 

不登校児童生徒への支援につきましては、不登校児童生徒の多
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様な教育機会の確保に向けて、教育支援センターを保健センター

内に「こども家庭センター」と併設し、指導員の複数配置、専門職

による相談業務の機能強化などを図るとともに、不登校の予防と

適切な対応に向け、１人１台端末を活用し、児童生徒の健康状態や

気持ちの変化を確認するスクリーニング体制を充実し、組織的・客

観的な状況把握などによる社会的自立のためのアウトリーチ型の

支援を推進してまいります。 

 併せて、不登校児童生徒の中には、オンライン上であっても他の

児童生徒や教師との同時双方向の関わりが困難な子どももいるこ

とから、オンデマンド型の学習コンテンツの利用促進・周知に取り

組んでまいります。 

 

いじめ防止対策につきましては、児童の権利に関する条約及び

こども基本法を踏まえ、子どもの権利の理解促進や人権教育の推

進に取り組むなど、子どもの最善の利益を実現できるよう取り組

んでまいります。 

いじめは児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為

であり、社会総がかりでいじめ問題に取り組むため、富良野市いじ

めＺＥＲＯ（ゼロ）推進条例はもとより、富良野市いじめ防止基本
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方針に基づいた対応の徹底を図るとともに、いじめの未然防止、い

じめの積極的な認知と早期の組織的対応、関係機関との連携など、

いじめ防止対策の強化に向けて取り組んでまいります。 

また、生徒指導提要を踏まえ、課題予防・早期対応に努めるとと

もに、すべての児童生徒が自発的・主体的に自らを発達させていく

ことを尊重し、学校・教職員がいかにそれを支えるかという発達支

持的生徒指導の側面に重点を置いた対応に努めてまいります。 

 

３）恵まれた環境と食で育てる 健康の木 

環境教育につきましては、東京大学北海道演習林などの恵まれ

た森林資源を活用した森林学習プログラムを中学生に拡大し、学

習内容の充実と活動体制の強化に努めるとともに、地域の自然環

境を生かした体験活動、持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の

推進により、本市が進めるゼロカーボンシティの実現に向けた認

識を更に深め、持続可能な社会の創り手の育成に努めてまいりま

す。 

 

食に関する指導につきましては、第２次富良野市子どもたちの

ための食育ガイドラインに基づき、栄養教諭による授業や給食指
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導など、子どもの発達段階に応じ、食に関する正しい知識と望まし

い食習慣の定着に向けた「生きた教材」である学校給食を活用し実

践的な指導の充実を図るとともに、学校・家庭・地域と連携した取

組を推進してまいります。 

 

健康教育につきましては、複雑化・多様化する子どもたちの現代

的な健康課題に対応するため、児童生徒の健康状態の日常的な観

察はもとより、家庭や地域と連携し、規則的な生活習慣の定着を図

ることを基本に、生命の安全教育、薬物乱用防止教育を継続的に実

施するとともに、校内における健康相談体制の充実を図ってまい

ります。 

また、児童生徒の歯・口腔の健康づくりに向けて、引き続き全て

の学校でフッ化物洗口を実施し、むし歯予防や望ましい生活習慣

の定着に向けた取組に努めてまいります。 

 

学校体育につきましては、全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の結果を踏まえ、学校における体力向上の取組と体育・健康に関す

る指導の工夫・改善を行うとともに、家庭や地域と連携した児童生

徒の運動機会の創出などにより、体力の向上に努めてまいります。 
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４）原点を見つめ未来への輪を広げる 学びの大地 

コミュニティ・スクールにつきましては、学校と地域住民等が力

を合わせて学校の運営に取り組む「地域とともにある学校」への転

換を図る有効な仕組みとして、学校運営に地域の声を積極的に生

かし、地域と一体となった特色ある学校づくりを構築するため、コ

ミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な取組を一層

推進してまいります。 

また、各コミュニティ・スクール間の情報共有や委員などの交流

を深めるため、研修会などを実施し、活動内容の一層の充実に努め

てまいります。 

 

防災・安全教育につきましては、危機管理マニュアルの見直しを

不断に行ない、校区内の学校種間などで共有し、危機管理体制の一

層の充実を図るとともに、地域や関係機関と連携・協働し火災・水

害などの自然災害を想定した避難訓練や防犯訓練・交通安全教室

の実施などの実践的な取組により、児童生徒の主体的な取組への

意識を育んでまいります。 

 

学校施設の整備につきましては、学校施設長寿命化計画に基づ
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き、富良野西中学校改修工事の設計を実施するとともに、夏季の暑

さ対策として、各学校に冷暖房設備の設置を進めてまいります。な

お、整備に当たってはゼロカーボン効果の高い設備の導入に努め

てまいります。 

 

小中学校の適正規模・適正配置につきましては、富良野市立小中

学校の適正規模及び適正配置に関する改正指針に基づき、保護者・

地域との共通認識・理解のもと、論議を進めてまいります。 

 

学校における働き方改革につきましては、教員が安心して本務

である教育活動に集中し、子どもに向き合うことができるよう、教

職員の勤務実態調査の結果などを踏まえ、学校における働き方改

革のさらなる加速化、指導・運営体制の充実、部活動の地域移行に

向け、学校・保護者・地域との連携を一体的に進めるとともに、教

職員の服務規律の保持と法令遵守の徹底、健康管理に努めてまい

ります。 

 

高校教育につきましては、富良野市内の高等学校２校が令和７

年４月新設校として再編されるにあたり、教育活動の充実による
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魅力的で地域から求められる高校づくりに向けて、協力支援を進

めてまいります。 

 

３．社会教育について 

社会教育につきましては、第 1 次富良野市教育振興基本計画が

めざす「ふるさと富良野への愛着と誇りをもち、ともに学び合い、

心豊かにつながるまちづくり」に向け、誰もが生まれ育った環境に

左右されず、幼児期から安心して質の高い教育を受け、生涯にわ 

たって学び続けることが出来る取組を進めてまいります。 

 

１） 家庭・地域の教育力の向上、学校との連携・ 

協働の推進 

子ども子育て支援・家庭教育支援につきましては、家庭の教育力

向上のための支援と子どもの望ましい生活習慣の定着に向け、市

民団体との連携による家庭教育講演会やセミナーなどの開催、子

どもの発達段階に合わせた家庭教育ハンドブックや望ましい電子

メディアとの関わり方の資料などを作成・配布等きめ細かな家庭

教育支援をしてまいります。 

また、コミュニティ・スクールと連携した地域学校協働活動の取
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組により、子どもの成長を軸に、学校と地域がパートナーとして連

携・協働し、意見を出し合い学び合う中で、地域の将来を担う人材

の育成とともに、地域住民のつながりを深め、自立した地域社会の

基盤の構築・活性化を図る「学校を核とした地域づくり」を進め、

地域で子どもたちを育てる意識の醸成を進めてまいります。 

 

青少年教育につきましては、地域学校協働活動による地域の教

育力を活かした特色ある子どもたちの活動拠点づくりの推進のた

め、子ども未来づくり事業、ふらのまちづくり未来ラボ推進事業な

どに取り組むとともに、子どもたちの安全・安心な居場所づくりと

して、児童館・児童センター、学童保育センター、放課後子ども教

室の運営を継続するとともに、麓郷地域での放課後子ども教室開

設を進め、地域の実情に応じ、市内小学校の空き教室の活用などに

よる地域と連携した子どもの居場所づくりを検討してまいります。  

 また、夏季の暑さ対策として、各児童館・児童センターに冷房設

備の設置を進めてまいります。 

 

 

 



15 

 

２）人々の暮らしの向上と人生 100年時代を見据え

た生涯学習の推進 

成人・高齢者教育につきましては、市民一人一人が生涯にわたり

学習活動を継続し、学びの成果を暮らしの質的向上や地域社会に

活かしていくことが出来るよう、多様な学びのニーズに対応した

市民講座、講演会、学習プログラムを提供するとともに、高齢者が

主体的に学び続ける場として、「楽しく魅力ある」ことぶき大学の

運営に努めてまいります。 

 

読書活動の推進につきましては、多様なニーズに適応した図書

資料の充実に努めるとともに、図書館利用サークルや読書推進ボ

ランティアとの連携のもと、快適な読書環境づくりに努めてまい

ります。 

 

子どもの読書推進につきましては、乳幼児から親子で親しむ 

きっかけづくりに効果的なブックスタート、ブックスタートプラ

ス事業を継続して実施してまいります。 

また、子ども読書推進プラン第３次計画に基づき、すべての子ど

もたちが、あらゆる機会と場所において、自主的に読書活動ができ
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るよう、家庭、地域、学校と連携を深めるとともに、読書環境の充

実を図ってまいります。 

 

市立図書館の運営につきましては、中央公民館が併設されたこ

とから、これまで以上にすべての世代が本とふれあうとともに、集

い、交流し、生涯にわたり学習する場として、総合的かつ多機能な

社会教育施設として利活用を進めてまいります。 

 

３）文化伝承活動と社会教育施設整備の推進 

文化伝統の保護継承につきましては、郷土の身近な文化財の調

査と学術的評価に基づいた指定登録を進め、教育やまちづくりで

の活用を推進するとともに、伝承活動を担う郷土芸能保存団体の

活動を引き続き支援してまいります。 

 

博物館活動の推進につきましては、市民が本市固有の歴史・自

然・文化に接し、学習・研究の機会が得られるよう、特別展示や各

種の調査研究資料の公開に取り組むとともに、市外の人々が博物

館の活動に魅力を感じて来館いただけるよう、情報発信の強化に

も努めてまいります。 
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社会教育施設機能の充実につきましては、社会教育を通じた持

続的な地域コミュニティの基盤形成に向け、社会教育士をはじめ

とした社会教育の専門指導者の育成、地域課題の解決や自己実現

に向けた活動に多くの市民が参画でき、かつ安全で快適な環境整

備を進めてまいります。 

 

４．切れ目のない子育て支援について 

子ども・子育て支援につきましては、少子化や核家族化等、保護

者の就労状況や家庭環境、社会的背景の変化に伴う様々なニーズ

に対応するため、富良野市第２期子ども・子育て支援事業計画に基

づき、認可保育所、へき地保育所、認可外保育所、幼稚園などと連

携し、必要な保育事業の提供に努め、安心して妊娠・出産・子育て

ができる環境づくりを推進してまいります。 

また、令和６年４月に開設予定の「こども家庭センター」を拠点

に、関係機関との連携を図り、乳幼児期における健やかな育ちを支

援するとともに、切れ目のない包括的な相談・支援、子どもの権利

を守るための支援を充実させてまいります。 

 

公立保育所の運営につきましては、「幼児期の終わりまでに育っ
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てほしい姿」や保小の連携を意識しながら、健やかな成長への支援

のため保育の充実を図るとともに、へき地保育所につきましては、

子どもたちにとって望ましい幼児教育・保育環境の確保に向けた

指針に基づき、保護者、地域などと今後の在り方を検討してまいり

ます。また、夏季の暑さ対策として、冷房設備の設置を進めてまい

ります。 

 

地域における子育て支援につきましては、乳幼児とその保護者

が気軽に相互交流ができ、子育て相談や情報提供などを行う子育

て支援センターを運営するとともに、ファミリーサポートセン 

ター事業の推進と、子育て世代の居場所・遊び場として、複合庁舎

内に設置した「へそキッズランド」を引き続き運営してまいりま

す。 

また、各種の子育て支援サービスの情報をまとめた子育てガイ

ドブックなどの作成・配布や様々な子育て情報をホームページに

掲載し、子育て情報の見える化に努め、より活用しやすい子育て情

報の発信を行ってまいります。 

 

発達に遅れや不安のある子どもへの支援につきましては、関係
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機関・団体と連携し、心身の発達に配慮や支援を必要とする子ども

の早期発見に努め、療育支援の充実を図るとともに、保育所・幼稚

園から小学校へスムーズな移行ができるよう切れ目のない支援を

行ってまいります。 

また、富良野市こども通園センターを保健センター２階に移転、

整備したことによる利用者の拡大や、「こども家庭センター」との

併設により、子どもの発達に関することを含めた子育て相談の充

実を進めてまいります。 

 

ひとり親家庭などへの社会的支援につきましては、保護者の育

児不安、ひとり親の自立や就業などに対する支援の相談窓口を引

き続き設置するとともに、関係部署や専門機関と連携し、情報の共

有と共通理解により、課題解決を図ってまいります。 

 

以上、令和６年度の教育行政執行方針について申し上げました

が、執行にあたりましては、事務の管理及び執行状況の点検・評価

にもとづき、一層開かれた教育行政をめざしながら効果的に推進

してまいりますので、議員各位並びに市民の皆さまのご理解とご

協力を賜りますようお願いいたします。 


